
キャリアアップ支援事業業務委託に係る仕様書 

 

キャリアアップ支援事業業務委託に係る仕様は次のとおりとする。 

 

第１ 事業概要  

   離職によるブランクや環境変化等に不安を抱く求職者を早期就職に導き、企業が即戦力

として求める人材を得るため、年間３期にわたり、求職者に対し各種セミナーの受講や職

業訓練の体験を通じたスキルを高める取り組みから、職業体験やその後の就職マッチング

までを一貫して行う求職者支援事業「しごと塾」を実施するもの。 

 

第２ 契約期間 

   契約締結日から令和９年（２０２７年）３月 31日までとする。 

 

第３ 提案上限額 

   ６，６０２，０００円（消費税及び地方消費税含む）を上限とします。 

提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は受け付けません。 

 

第４ 委託業務内容  

受講を希望する求職者（以下「しごと塾生」という。）及び参加企業の募集・確保から、

セミナーの企画、事前準備、当日の運営（本市が指定する事業を含む。）及び広報宣伝業

務一式 

 

第５ しごと塾の具体的実施内容等 

１ 受講対象者 

⑴ 各期につき 30人程度のしごと塾生を確保すること（目標）。 

⑵ 年齢による制限を設けず、幅広い分野で就職を希望する多様なしごと塾生の参加を受

け入れること。 

２ 実施回（期）数及び実施時期 

 ⑴ 実施回数 

  ア １期あたり延べ７日間以上の開催とし、合計３期開催すること。 

  イ ３期のうち１期については女性をメインターゲットとする。ただし、性別による参加

制限自体は設けないこと。 

 ⑵ 実施時期 

   各期ごとに、本市（委託元）と協議のうえ決定する。 

３ 開催場所 

 ４に掲げる事業のうち特に場所を指定するものを除き、尼崎市内でしごと塾生の利便性や

事業の実施効果を考慮した場所で開催すること。 

４ 各期のしごと塾において実施する事業及び実施内容 



 ⑴ セミナー 

  ア 内容 

   しごと塾生の興味・関心及び就職活動における課題を踏まえ、就職につながるスキル

を養成するセミナーを複数企画し、実施すること。なお、本セミナーは⑶の業務内容説

明会をカリキュラムに組み込んで同時に実施すること。 

  イ 実施回数等 

 各期共に１日のカリキュラムとして午前９時から午後５時までの間（うち１時間休

憩）で組むこととし、１期につき延べ７日間以上実施すること。 

  ウ その他実施条件 

  (ｱ） セミナーの内容は、就労意欲の向上、コミュニケーション能力等実践的なスキル

の習得及び自己理解の促進に資するものとし、しごと塾生の状況に応じ柔軟に構成す

ること。 

なお、基礎的な就労支援として、パソコン講座（Word初級、Excel初級）及びビジ

ネスメイク講座については必須セミナーとして実施すること。 

(ｲ) 各セミナーの目的及び内容に応じて、適切な講師を選定すること。講師について

は、当該分野における実務経験や指導実績を有する者を基本とし、しごと塾生の理解

を深めることができる十分な知識及び技能を備えた人材とすること。 

  (ｳ) 各セミナーの実施にあたり、講師による説明内容の理解を促すため、当該内容

を補完する資料を作成し、しごと塾生に提供すること。その資料はセミナーの内容

に即した構成とし、振り返り学習に資するものとすること。提供にあたっては、電

子データ又は紙媒体により提供し、しごと塾生の利便性に配慮すること。 

 ⑵ ポリテクセンター兵庫との連携による職業訓練体験研修 

    ア 内容  

ポリテクセンター兵庫と連携し、同センターが実施する職業訓練体験研修を本事業の

プログラムとして実施すること。 

  イ 指定する実施場所 

 ポリテクセンター兵庫内（尼崎市武庫豊町３丁目１－５０） 

  ウ 実施回数等 

  各期共に１日以上実施すること。実施日時については、ポリテクセンター兵庫及び本

市と協議のうえ決定すること。 

  エ その他実施条件 

 実施に当たっては、同センターと事前調整や情報共有等を丁寧に行う中で、女性や未

経験者等の初心者の積極的な参加を促すような流れを工夫するとともに、具体的な研修

内容については、本市と協議のうえ決定する。 

 ⑶ 業務内容説明会 

  ア 内容 

 市内企業による業務内容説明会（求人内容含む）を⑴のセミナーのカリキュラムに

組み込み実施すること。 

  イ 実施回数等 



   （セミナーの実施回数等を参照） 

  ウ その他実施条件 

   (ｱ） 人手不足の市内企業を中心に幅広く募集し、様々な業種及び規模の企業を選定の

うえ、開催にあたっては１回の開催につき 15社以上確保すること。 

   (ｲ) 参加企業には、雇用形態、給与水準、賞与の有無、福利厚生等の労働条件を必ず説

明させるとともに、しごと塾生の興味・関心を喚起できるよう、会社概要、業務内容、

職場環境、求人条件等をわかりやすく整理した資料やパンフレットの提供を求め、配

布すること。 

   (ｳ) マザーズハローワーク尼崎との共催事業であるミニ面接会の実施 

     業務内容説明会のプログラムの一つとして、出産・育児・介護等の理由で離職中の

者を対象としたミニ面接会を開催するものとする。ミニ面接会に参加する企業につい

ては、短時間勤務制度や在宅勤務制度等の社内制度を整備している企業、または「く

るみん認定」（厚生労働省）の認定制度や「尼崎市子育て応援企業表彰」（本市）の

表彰制度を受けている企業等を中心に、マザーズハローワーク尼崎と協議のうえ４～

５社確保すること。 

 ⑷ 職場体験（トライアルワーク） 

  ア 内容 

    人手不足の市内企業を中心に幅広く募集し、選定した企業の業務をしごと塾生に実

際に体験させ、当該企業や業種への関心と就職意欲を醸成させること。 

  イ 指定する実施場所 

    参加企業が指定する場所 

  ウ 実施回数等 

    各期共に半日から１日実施すること。 

  エ その他実施条件 

    (ｱ) 人手不足の市内企業を中心に様々な業種及び規模の企業に募集をかけ、各期につ

き 15社（各期の重複可）以上確保すること。 

(ｲ) しごと塾生に対し、職場体験の意義の説明を行うとともに、日程調整等を行い、

必要に応じて同行するなど、丁寧な対応に努めること。 

(ｳ) しごと塾生に対し、傷害保険への加入及び申込み手続きを行い、傷害保険の費用

負担を行うこと。 

５ 受講者の確保に向けた広報・宣伝業務 

  本事業の実施にあたり、しごと塾生の確保目標（各期につき 30人程度）の達成に向け

て、受託者のもつネットワークやノウハウを活用した効果的な情報発信（広報・宣伝）を

行うこと。また、広報・宣伝媒体の選定にあたっては、参加者の年齢層や居住地等に応じ

た訴求効果の高いものとすること。 

６ 相談体制の整備 

⑴ しごと塾生の個々の状況等をつぶさに把握し、セミナー ⇒ ポリテクセンター兵庫との

連携による職業訓練体験研修（への積極的な参加誘導） ⇒ 業務内容説明会（ミニ面接会

等を含む。）⇒ 職場体験（トライアルワーク）から就職マッチングに至るまで、個別丁寧



なトータルコーディネートを行うこと。 

⑵ しごと塾生が就職活動における疑問・不安を気軽に相談し解消できるような相談体制を

整えること。 

⑶ しごと塾生に対し適切な助言等を行う立場にある者については、キャリアコンサルタン

ト、産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント同等資格、または就労支援経験

を有する者であること。 

７ しごと塾生の内定・採用状況の把握について 

しごと塾生の内定状況及び採用状況の把握を行い、適宜本市に報告すること。 

８ その他の委託業務及び留意事項 

⑴ あま咲きコイン（SDGsポイント）の付与について 

  しごと塾生のうち、本市が発行するデジタル地域通貨「あま咲きコイン」アプリまたは

カードを保有している者で希望者に対し、本市が別途指定する金額のコインを付与するこ

と。ただし、ひとりあたり１期につき１回限りとする。 

⑵ 参加企業に対して、産業・雇用オンラインシステム『アマポータル』へ登録促進を行う

こと。 

 ⑶ 受託者は、しごと塾生へのアンケートやヒアリング等を通じてニーズを把握し、その結

果をセミナー内容の改善及び次回の開催時に反映させる等、継続的な質の向上に努めるこ

と。 

⑷ 育児中のしごと塾生が、安心して子どもを預け本事業に参加できるよう、託児サービス

の確保またはこれに準ずる支援体制を確保すること。サービスの提供に当たっては、保育

士資格を持つ者を配置するほか、託児環境の安全性の確保に十分配慮するとともに、事故

防止に必要な措置を講ずること。 

 

第６ 成果指標（就職マッチング）について 

しごと塾生の概ね 40％以上の就職マッチングを目標とする。 

 なお、しごと塾を実施する中で就職マッチングに至らなかった者については、本市の無料職

業紹介窓口への誘導に努めること。 

 

第７ 契約条件及び留意事項等 

１ 事業実施計画書及び実績報告等について 

 ア 本業務を実施するにあたっては、あらかじめ事業計画書（広報・宣伝業務含む。）を提

出し本市と協議すること。 

 イ 受託者は、しごと塾生の様子や採用面接等の応募結果、しごと塾修了後の状況、ポリテ

クセンター兵庫への入所状況等について本市の求めに応じ、適宜報告すること 

 ウ しごと塾生に対しアンケート調査を実施し、本市に報告すること。なお、アンケートの

内容については、本市と協議の上決定すること。 

 エ また、各期におけるすべての事業終了後、30日以内にしごと塾生の名簿、アンケート結

果、しごと塾での様子（写真）、企業の採用面接等の応募結果等を記録したもの及び参加

企業名簿をまとめて本市に提出することとし、その受理を以て当該期の事業完了とする。 



２ 担当者の届出 

  受託者は、業務に従事する担当者を定め、業務の開始にあたり、名簿を委託者に提出しな

ければならない。なお、名簿提出後にやむをえない事情により担当者を変更する場合は、遅

滞なく委託者に連絡した上で、変更後の名簿を委託者に提出することとする。 

３ 業務実施における連絡・協議  

  実施事業者として選定された企業又は団体は、すみやかに委託契約を締結し、本市と具体

的な業務内容及びその履行方法などについて調整・協議すること。 

４ 業務の一括委託の禁止 

  本業務を一括して第３者に委託し、又は請け負わせることはできない。また、本業務の一

部について委託する場合は、あらかじめ尼崎市の承認を得なければならない。（この場合、

尼崎市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団又は同条第５号に規定する暴力団員

若しくは同条第７号に規定するこれらと密接な関係を有する者（以下「暴力団等」という。）

に委託し、又は請け負わせてはならない。） 

５ 支払条件 

  すべての業務完了後、適法な請求を受けた日から３０日以内に一括払い 

６ 契約保証金 

  契約金額が３００万円(消費税込)以上の場合は、契約保証金(契約金額の５／１００以上)

が必要となる。この場合は、指定の納付書で契約締結日までに契約保証金を納付すること。 

７ 留意事項 

 ⑴ 秘密の厳守 

   受託者は、本業務を行う上で知り得た秘密（個人情報、企業に関する未公表の情報その

他本業務の執行上の秘密）について、第三者に漏らし又は本業務の目的以外に使用しては

ならない。本業務委託期間終了後においても同様とする。 

 ⑵  損害賠償責任 

   受託者が本業務の実施に際し、本市または第三者に損害を与えた場合等にあっては、直

ちにその損害を賠償しなければならない。 

 ⑶  損害措置 

    本業務委託の実施により、第三者に与えた損害は、本市に起因するものを除き、全て受

託者の責任として対応すること。 

 ⑷  成果物に関する事項 

本市が当該委託事業に基づき、依頼した作成物にかかる著作権は本市に帰属する。 

 ⑸  著作権・著作隣接権などの使用許諾 

   画像や映像、出版物の利用に関し、著作権処理が必要の無い素材、あるいは必要な処理

手続きを行った素材を使用する。 

 ⑹ 特記事項 

ア 事業実施にあたっては、事前に提案した企画内容を遵守すること。 

イ 関係団体との調整を行う場合は、受託事業者の責任において行うこと。 

ウ 本委託業務の遂行にあたっては、関連する諸法規・条例等を遵守すること。 

エ 事業の実施にあたり、個人情報等の保護すべき情報を取り扱う場合は、その取扱に 



万全の対策を講じること。 

オ その他仕様書に記載されていない事項については、双方が誠意を持って協議し対処す

ること。 

 

第８ 問い合わせ先 

尼崎市経済環境局経済部しごと支援課 

住 所：〒６６０－０８７６ 

      尼崎市竹谷町２丁目１８３番地 出屋敷リベル３階 

電 話：０６－６４３０－７６３５ 

フ ァ ク ス：０６－６４３０－７６３８ 

電子メール：ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp 

担 当：杉浦・大谷



 


